
さ
れ
ま
す
。
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

と
同
時
に
減
額
措
置
が
受
け
ら
れ

ま
す
。
改
修
工
事
完
了
後
３
か
月

以
内
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

長
期
優
良
住
宅
に
係
る
固

定
資
産
税
の
減
額
措
置

　
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
に
、

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に

関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
認
定
長

期
優
良
住
宅
を
建
て
た
場
合
で
、

居
住
部
分
の
床
面
積
が
当
該
家
屋

の
床
面
積
の
２
分
の
１
以
上
、
か

つ
居
住
部
分
の
床
面
積
が
50
㎡

（
１
戸
建
て
以
外
の
貸
家
住
宅
は

40
㎡
）
以
上
２
８
０
㎡
以
下
の
住

宅
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
こ
の
条

件
を
満
た
し
た
住
宅
は
、
床
面
積

１
２
０
㎡
ま
で
を
対
象
と
し
て
、

新
築
後
５
年
間
（
３
階
建
て
以
上

の
中
高
層
耐
火
住
宅
は
７
年
間
）、

固
定
資
産
税
額
の
２
分
の
１
が
減

額
さ
れ
ま
す
。

　
新
築
工
事
完
了
の
日
か
ら
翌
年

の
１
月
31
日
ま
で
に
、
認
定
を
受

け
て
新
築
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る

書
類
を
添
え
て
申
告
し
て
く
だ
さ

い
（
申
告
書
は
、
資
産
税
課
・
吹

上
支
所
市
民
グ
ル
ー
プ
・
川
里
支

所
地
域
グ
ル
ー
プ
に
あ
り
ま
す
）。

住
宅
用
地（
住
宅
の
敷
地
）

の
変
更

　
土
地
は
、
毎
年
１
月
１
日
（
賦

課
期
日
）
の
現
況
地
目
に
よ
り
、

評
価
・
課
税
を
行
い
ま
す
。
平
成

28
年
１
月
１
日
に
お
い
て
、
土
地

の
利
用
状
況
に
変
更
が
あ
る
場
合

は
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
（
住
宅
用

地
か
ら
住
宅
用
地
以
外
へ
、
又
は

住
宅
用
地
以
外
か
ら
住
宅
用
地
へ

変
更
し
た
場
合
な
ど
）。

東
日
本
大
震
災
及
び
原
子

力
災
害
に
お
け
る
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
の
特

例
措
置

　
東
日
本
大
震
災
及
び
東
日
本
大

震
災
に
伴
う
原
子
力
災
害
に
よ
り

被
害
を
受
け
ら
れ
た
方
は
、
一
定

の
要
件
を
満
た
す
場
合
、
申
告
に

よ
り
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

の
特
例
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

納
税
通
知
書
及
び
課
税
資

産
明
細
書
の
様
式
変
更
と

発
送
に
つ
い
て

　
個
人
番
号
制
度
や
情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
ー
な
ど
に
対
応
す
る
た

め
、
業
務
シ
ス
テ
ム
が
新
し
く
な

り
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
平
成

28
年
度
か
ら
納
税
通
知
書
（
５
月

上
旬
発
送
予
定
）
の
様
式
が
変
更

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
非
課
税
や
免

税
点
未
満
に
よ
り
課
税
が
発
生
し

な
い
方
に
つ
い
て
は
、
課
税
資
産

明
細
書
を
発
送
し
な
く
な
り
ま
す

の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

固
定
資
産
税
の
手
続
き
は
お
早
め
に

　
市
・
県
民
税
の
申
告
受
付
を
２

月
23
日
か
ら
左
表
の
と
お
り
行
い

ま
す
の
で
、
地
区
の
指
定
日
に
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
前
年
の
状
況
を
基
に
、

市
役
所
か
ら
市
・
県
民
税
申
告
書

を
１
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。
す

べ
て
の
方
に
は
申
告
書
を
送
付
し

ま
せ
ん
の
で
申
告
書
が
必
要
な
方

は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
所
得
税
の
還
付
申
告
や

確
定
申
告
を
さ
れ
た
方
は
、
市
・

県
民
税
の
申
告
は
不
要
で
す
。
申

告
書
が
送
付
さ
れ
た
場
合
は
処
分

し
て
く
だ
さ
い
。
※
申
告
方
法
な

ど
は
「
広
報
か
が
や
き
２
月
号
」

で
お
知
ら
せ
し
ま
す

問
い
合
わ
せ
／
市
民
税
課
普
通
徴

収
担
当
・
特
別
徴
収
担
当
（
内
線

２
２
５
４
〜
２
２
５
７
）

平
成
28
年
度
市
・
県
民
税
の
申
告

市・県民税の申告受付日程 受付時間＝９時～15時30分
と　き 申告会場 地　区

２月23日㈫ 川里生涯学習
センター

広田、北根、赤城、赤城台
２月24日㈬ 関新田、新井、境、上会下、屈巣
２月25日㈭

吹上生涯学習
センター

吹上、吹上富士見
２月26日㈮ 筑波、吹上本町、南
２月29日㈪ 大芦、下忍
３月１日㈫ 北新宿、新宿、鎌塚

３月２日㈬ 榎戸、荊原、袋、前砂、明用、三町免、
小谷

３月４日㈮ 田間宮生涯学習
センター

大間、北中野、登戸、宮前、糠田、堤町、
緑町、幸町

３月８日㈫ 箕田公民館 箕田、すみれ野、中井、三ツ木、愛の町、
川面、寺谷、稲荷町、赤見台

３月９日㈬ あたご公民館 原馬室、滝馬室、小松、松原、氷川町

３月11日㈮

クレア
こうのす

人形、本町、本宮町、雷電、富士見町、栄町

３月14日㈪
鴻巣、上・下生出塚、中央、ひばり野、
生出塚、市ノ縄、八幡田、笠原、郷地、
安養寺、常光、下谷、上谷、西中曽根

３月15日㈫ 加美、宮地、東、天神、神明、逆川

　平成27年４月１日より「ふるさと納税ワンス
トップ特例制度」が創設されました。
　この制度は、確定申告をする必要のない給与
所得者などがふるさと納税をされた場合に、納
税（寄附）先が計５団体以内で、かつ確定申告
又は住民税申告を行わない方に限り、申請書を
提出することで、申告を行わなくても寄附金控
除が受けられる制度です。
　平成27年１月１日から３月31日にふるさと納
税をされた方は、特例制度の対象外となります
ので申告が必要です。また、確定申告・市県民
税申告が行われた場合は、ワンストップ特例制
度の申請はなかったものとみなされますので、
特例申請をした寄附額を含めて申告が必要とな
ります。詳細はふるさと納税ポータルサイトも
しくは市民税課にお問い合わせください。
問い合わせ／市民税課普通徴収担当・特別徴収
担当（内線2254～2257）

【青色決算書・青色確定申告書作成相談会】
とき・ところ／２月23日㈫＝商工会吹上支所、
２月24日㈬、３月２・３日（水・木）＝鴻巣市商
工会、３月８日㈫＝商工会川里支所
※時間はいずれの日も午前の部＝９時30分～11
時30分、午後の部＝13時30分～15時30分
問い合わせ／鴻巣市青色申告会（☎541- 1008）

　平成21年～平成27年までの間に居住し、所得
税の住宅ローン控除制度を受け、控除しきれな
かった金額がある場合は、翌年度の個人住民税
において住宅ローン控除が適用されます。
　なお、所得税の住宅ローン控除を確定申告又
は年末調整で控除を受けた方は、市町村に対す
る申告などの手続きは不要です。
※平成18年末までに入居した方に対する税源移
譲に伴う住宅ローン控除についても、平成22年
度以降は上記と同様に申告不要です。
問い合わせ／市民税課普通徴収担当・特別徴収
担当（内線2254～2257）

とき／２月１日㈪～15日㈪　※土・日・祝日を除く
ところ／市内の税理士事務所
対象／市内在住で次のいずれかに該当する方
①年金受給者　②給与所得者で医療費控除を受
ける方　③平成27年中で退職・就職した方や年
末調整の済んでいない方など
内容／少額な所得の申告相談、申告書作成
注意／住宅借入金等控除を受ける方や収入が600
万円を超える方は、少額な料金が発生する場合
がありますので、申込みの際にご確認ください
申込み・問い合わせ／９時30分～16時（12時～
13時を除く）に電話で関東信越税理士会上尾支
部事務局（☎048- 776- 8777）

ふるさと納税ワンストップ特例制度

青色申告相談会

市・県民税の住宅借入金等特別税額控除

税理士による無料税務相談
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770_P10_P11固定資産税等.indd   10 2016/01/04   13:50:24

償
却
資
産
の
申
告
は

お
済
み
で
す
か

　
毎
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に

事
業
用
資
産
を
所
有
し
て
い
る

方
、
事
業
を
行
わ
な
く
て
も
他
の

事
業
者
（
市
内
に
事
業
所
が
あ
る

も
の
）
に
事
業
用
と
し
て
貸
与
し

て
い
る
方
は
、
償
却
資
産
の
申
告

が
必
要
で
す
。

　
事
業
用
資
産
に
は
、
構
築
物
、

機
械
、
装
置
、
車
両
（
自
動
車
税

又
は
軽
自
動
車
税
が
課
税
さ
れ
る

も
の
を
除
く
）、
運
搬
具
、
工
具
、

備
品
な
ど
が
該
当
し
ま
す
。
前
年

に
申
告
さ
れ
た
方
及
び
そ
の
後
に

法
人
市
民
税
の
「
法
人
設
立
（
設

置
）
届
」
を
提
出
さ
れ
た
方
に
は
、

12
月
に
申
告
書
を
送
付
し
て
い
ま

す
。申
告
期
限
は
２
月
１
日（
月
）

で
す
。
ま
だ
申
告
が
お
済
み
で
な

い
方
や
該
当
す
る
資
産
を
所
有
す

る
方
は
、
申
告
書
を
早
め
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

新
築
・
増
築
及
び

取
壊
し
家
屋
の
確
認

　
家
屋
の
固
定
資
産
税
は
、
毎
年

１
月
１
日
現
在
に
所
有
し
て
い
る

方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
平
成
27
年

中
に
新
築
・
増
築
又
は
取
り
壊
し

を
し
た
家
屋
は
、
資
産
税
課
の
職

員
が
調
査
に
伺
い
ま
す
。

　
法
務
局
で
登
記
を
し
た
と
き

は
、
連
絡
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、登
記
を
し
て
い
な
い
家
屋
は
、

調
査
が
遅
れ
る
こ
と
が
あ
り
誤
っ

た
課
税
の
原
因
と
な
り
ま
す
。
職

員
が
調
査
に
お
伺
い
し
て
い
な
い

と
き
は
、
早
急
に
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。

住
宅
耐
震
改
修
に
伴
う
家
屋

の
固
定
資
産
税
の
減
額
措
置

　
昭
和
57
年
１
月
１
日
以
前
か
ら

所
在
す
る
住
宅
に
つ
い
て
、
平
成

27
年
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
一
定

の
耐
震
改
修
工
事
（
工
事
費
が
50

万
円
を
超
え
る
も
の
）
を
行
っ
た

場
合
、
翌
年
度
以
降
の
固
定
資
産

税
額
（
１
２
０
㎡
分
ま
で
）
の
２

分
の
１
が
１
年
間
減
額
さ
れ
ま

す
。
改
修
工
事
完
了
後
３
か
月
以

内
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改

修
に
伴
う
家
屋
の
固
定
資

産
税
の
減
額
措
置

　
平
成
19
年
１
月
１
日
以
前
か
ら

所
在
す
る
住
宅
に
つ
い
て
、
平
成

28
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
一
定

の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
（
補

助
金
等
を
除
く
自
己
負
担
額
が
50

万
円
を
超
え
る
も
の
）
を
行
っ
た

場
合
、
翌
年
度
の
固
定
資
産
税
額

（
１
０
０
㎡
分
ま
で
）
の
３
分
の

１
が
減
額
さ
れ
ま
す
。
65
歳
以
上

の
方
、
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を

受
け
て
い
る
方
、
障
が
い
の
あ
る

方
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
が

居
住
し
て
い
る
住
宅
（
貸
家
は
除

く
）
が
対
象
に
な
り
ま
す
。
改
修

工
事
完
了
後
３
か
月
以
内
に
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

住
宅
の
熱
損
失
防
止
（
省

エ
ネ
）
改
修
に
伴
う
固
定

資
産
税
の
減
額
措
置

　
平
成
20
年
１
月
１
日
以
前
か
ら

所
在
す
る
住
宅
に
つ
い
て
、
平
成

28
年
３
月
31
日
ま
で
に
一
定
の
改

修
工
事
（
工
事
費
が
50
万
円
を
超

え
る
も
の
）
を
行
っ
た
場
合
、
翌

年
度
の
固
定
資
産
税
額
（
１
２
０

㎡
分
ま
で
）
の
３
分
の
１
が
減
額

さ
れ
ま
す
。
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

と
同
時
に
減
額
措
置
が
受
け
ら
れ

ま
す
。
改
修
工
事
完
了
後
３
か
月

以
内
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

長
期
優
良
住
宅
に
係
る
固

定
資
産
税
の
減
額
措
置

　
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
に
、

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に

関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
認
定
長

期
優
良
住
宅
を
建
て
た
場
合
で
、

居
住
部
分
の
床
面
積
が
当
該
家
屋

の
床
面
積
の
２
分
の
１
以
上
、
か

つ
居
住
部
分
の
床
面
積
が
50
㎡

（
１
戸
建
て
以
外
の
貸
家
住
宅
は

40
㎡
）
以
上
２
８
０
㎡
以
下
の
住

宅
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
こ
の
条

件
を
満
た
し
た
住
宅
は
、
床
面
積

１
２
０
㎡
ま
で
を
対
象
と
し
て
、

新
築
後
５
年
間
（
３
階
建
て
以
上

の
中
高
層
耐
火
住
宅
は
７
年
間
）、

固
定
資
産
税
額
の
２
分
の
１
が
減

額
さ
れ
ま
す
。

　
新
築
工
事
完
了
の
日
か
ら
翌
年

の
１
月
31
日
ま
で
に
、
認
定
を
受

け
て
新
築
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る

書
類
を
添
え
て
申
告
し
て
く
だ
さ

い
（
申
告
書
は
、
資
産
税
課
・
吹

上
支
所
市
民
グ
ル
ー
プ
・
川
里
支

所
地
域
グ
ル
ー
プ
に
あ
り
ま
す
）。

住
宅
用
地（
住
宅
の
敷
地
）

の
変
更

　
土
地
は
、
毎
年
１
月
１
日
（
賦

課
期
日
）
の
現
況
地
目
に
よ
り
、

評
価
・
課
税
を
行
い
ま
す
。
平
成

28
年
１
月
１
日
に
お
い
て
、
土
地

の
利
用
状
況
に
変
更
が
あ
る
場
合

は
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
（
住
宅
用

地
か
ら
住
宅
用
地
以
外
へ
、
又
は

住
宅
用
地
以
外
か
ら
住
宅
用
地
へ

変
更
し
た
場
合
な
ど
）。

東
日
本
大
震
災
及
び
原
子

力
災
害
に
お
け
る
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
の
特

例
措
置

　
東
日
本
大
震
災
及
び
東
日
本
大

震
災
に
伴
う
原
子
力
災
害
に
よ
り

被
害
を
受
け
ら
れ
た
方
は
、
一
定

の
要
件
を
満
た
す
場
合
、
申
告
に

よ
り
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

の
特
例
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

納
税
通
知
書
及
び
課
税
資

産
明
細
書
の
様
式
変
更
と

発
送
に
つ
い
て

　
個
人
番
号
制
度
や
情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
ー
な
ど
に
対
応
す
る
た

め
、
業
務
シ
ス
テ
ム
が
新
し
く
な

り
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
平
成

28
年
度
か
ら
納
税
通
知
書
（
５
月

上
旬
発
送
予
定
）
の
様
式
が
変
更

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
非
課
税
や
免

税
点
未
満
に
よ
り
課
税
が
発
生
し

な
い
方
に
つ
い
て
は
、
課
税
資
産

明
細
書
を
発
送
し
な
く
な
り
ま
す

の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

固
定
資
産
税
の
手
続
き
は
お
早
め
に

問
い
合
わ
せ
／
資
産
税
課
土
地
担
当
・
家
屋
担
当（
内
線
２
２
６
１
〜
２
２
６
５
）

市・県民税の申告受付日程 受付時間＝９時～15時30分
と　き 申告会場 地　区

２月23日㈫ 川里生涯学習
センター

広田、北根、赤城、赤城台
２月24日㈬ 関新田、新井、境、上会下、屈巣
２月25日㈭

吹上生涯学習
センター

吹上、吹上富士見
２月26日㈮ 筑波、吹上本町、南
２月29日㈪ 大芦、下忍
３月１日㈫ 北新宿、新宿、鎌塚

３月２日㈬ 榎戸、荊原、袋、前砂、明用、三町免、
小谷

３月４日㈮ 田間宮生涯学習
センター

大間、北中野、登戸、宮前、糠田、堤町、
緑町、幸町

３月８日㈫ 箕田公民館 箕田、すみれ野、中井、三ツ木、愛の町、
川面、寺谷、稲荷町、赤見台

３月９日㈬ あたご公民館 原馬室、滝馬室、小松、松原、氷川町

３月11日㈮

クレア
こうのす

人形、本町、本宮町、雷電、富士見町、栄町

３月14日㈪
鴻巣、上・下生出塚、中央、ひばり野、
生出塚、市ノ縄、八幡田、笠原、郷地、
安養寺、常光、下谷、上谷、西中曽根

３月15日㈫ 加美、宮地、東、天神、神明、逆川

　平成27年４月１日より「ふるさと納税ワンス
トップ特例制度」が創設されました。
　この制度は、確定申告をする必要のない給与
所得者などがふるさと納税をされた場合に、納
税（寄附）先が計５団体以内で、かつ確定申告
又は住民税申告を行わない方に限り、申請書を
提出することで、申告を行わなくても寄附金控
除が受けられる制度です。
　平成27年１月１日から３月31日にふるさと納
税をされた方は、特例制度の対象外となります
ので申告が必要です。また、確定申告・市県民
税申告が行われた場合は、ワンストップ特例制
度の申請はなかったものとみなされますので、
特例申請をした寄附額を含めて申告が必要とな
ります。詳細はふるさと納税ポータルサイトも
しくは市民税課にお問い合わせください。
問い合わせ／市民税課普通徴収担当・特別徴収
担当（内線2254～2257）

【青色決算書・青色確定申告書作成相談会】
とき・ところ／２月23日㈫＝商工会吹上支所、
２月24日㈬、３月２・３日（水・木）＝鴻巣市商
工会、３月８日㈫＝商工会川里支所
※時間はいずれの日も午前の部＝９時30分～11
時30分、午後の部＝13時30分～15時30分
問い合わせ／鴻巣市青色申告会（☎541- 1008）

ふるさと納税ワンストップ特例制度

青色申告相談会
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